
平成２６年度第２回大分県福祉のまちづくり推進協議会 次第 

 

日時 平成２７年３月２４日（火） 

９：３０～１１：３０ 

                         場所 県庁舎別館８４会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 委員紹介                （協議会設置要綱 資料１ページ） 

 

 

４ 会長選任 

 

 

５ 報告事項 

（１） 「大分県地域福祉基本計画」の策定について      （資料４ページ） 

 

（２） 平成２６年度上半期「大分県福祉のまちづくり条例」新築等届出状況等に 

   ついて                          （資料８ページ） 

 

 

４ 議 事 

（１）福祉のまちづくりの総合的な推進について      （資料１１ページ） 

 

（２）「あったか・はーと推進事業者」認定制度について   （資料１３ページ） 

 

 

５ その他 

 

 

６ 閉 会 
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　一夫
かずお

欠席

14 大分県建築士会 常務理事 宮﨑
みやざき

　隆博
たかひろ

15 「だれもが安心して暮らせる大分県条例」をつくる会 共同代表 宮西
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　君代
キミヨ

16 大分県手をつなぐ育成会 副会長 村上
むらかみ

　和子
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17 特定非営利活動法人リラクセーション桜 理事長 吉岡
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18 大分県バス協会 専務理事 脇
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欠席

19 おおいた子ども・子育て応援県民会議 委員 渡部
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大分県福祉のまちづくり推進協議会設置要綱 
 
（趣旨） 
第１条 大分県福祉のまちづくり条例の理念に基づき、高齢者や障がい者を含

むすべての県民が、自由に行動し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の

活動に参加することのできる福祉のまちづくりを推進するため、大分県福祉

のまちづくり推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 
 
 （所掌事項） 
第２条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事項について協議を行

う。 
  （１）福祉のまちづくりの総合的な推進に関すること。 
 （２）福祉のまちづくりの普及啓発に関すること。 
 （３）福祉のまちづくりに係る連絡調整に関すること。 
 （４）その他福祉のまちづくりの推進に関して必要と認められる事項に関す

ること。 
 
（組織） 
第３条 協議会は、別表に掲げる者をもって組織する。 
２ 委員の任期は、２年間とする。ただし、再任を妨げないものとする。 
３ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（会長） 
第４条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 
２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した者が、その職務を代

理する。 
 
（会議） 
第５条 協議会の会議（以下｢会議」という。）は、必要に応じて会長が招集し、

会長が議長となる。 
２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させるこ

とができる。 
 
（専門部会） 
第６条 特定の事項について協議を行うため、協議会に専門部会を置くことが

できる。 
２ 専門部会は、会長がこれを招集する。 
３ 専門部会長は、会長が指名し、専門部会長が専門部会の議長となる。 
 
（庶務） 
第７条 協議会の庶務は、大分県福祉保健部地域福祉推進室において処理する。 
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   付 則 
 この要綱は、平成１５年３月１３日から施行する。 
 
   付 則 
 この要綱の一部改正は、平成１６年４月１日から施行する。 
 
   付 則 
  この要綱の一部改正は、平成２２年８月２５日から施行する。  
 
   付 則 
  この要綱の一部改正は、平成２３年１０月７日から施行する。  
 
   付 則 
  この要綱の一部改正は、平成２４年４月２０日から施行する。  
 
   付 則 
  この要綱の一部改正は、平成２４年９月１日から施行する。  
 
   付 則 
  この要綱の一部改正は、平成２５年１月７日から施行する。  
 
   付 則 
 この要綱の一部改正は、平成２５年４月１日から施行する。 
 
       付 則 
 この要綱の一部改正は、平成２６年３月１２日から施行する。 
 
       付 則 
 この要綱の一部改正は、平成２６年９月１日から施行する。 
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（別表） 

大分県福祉のまちづくり推進協議会委員名簿 
区分 機関・団体名 役職 氏名 

 
 
 
 
福祉関係団体

等 
 
 
 
 

社会福祉法人日田市社会福祉協議会 
公益財団法人大分県老人クラブ連合会 
一般社団法人大分県身体障害者福祉協会 
社会福祉法人大分県盲人協会 
社会福祉法人大分県聴覚障害者協会 
公益社団法人大分県手をつなぐ育成会 
公益社団法人大分県精神保健福祉会 

｢だれもが安心して暮らせる大分県条例｣をつくる会 
おおいた子ども・子育て応援県民会議 

事務局長 
評議員 
事務局長 
会長 
副理事長 
副会長 
事務局長 

共同代表 
委員 

牛王 嘉子 
佐保 榮子 
平川 一夫 
衛藤 良憲 
産谷 喜久太 
村上 和子 
岡部 素行 

宮西 君代 
渡部 さおり 

 
学識経験者 
 

国立大学法人 大分大学 
学校法人文理学園 日本文理大学 
学校法人別府大学 別府大学短期大学部 

名誉教授 
工学部准教

授 
地域総合科学科准教授 

佐藤 誠治 
西村 謙司 
杉野 寿子 

 
 
事業者団体等

 

 
 
 

大分県商工会議所女性会連合会 
公益社団法人大分県建築士会 
九州旅客鉄道株式会社大分支社 
一般社団法人大分県バス協会 
一般社団法人大分県タクシー協会 
大分市ホテル旅館事業協同組合 

会長 
常務理事 
副支社長 
専務理事 
専務理事 
理事 

今川 敦子 
宮﨑 隆博 
沓掛 和弘 
脇  紀昭 
谷尾 英熙 
池辺 京子 

公募 特定非営利活動法人リラクセーション桜 理事長 吉岡 尚美 

 



報告事項１「大分県地域福祉基本計画」の策定について 

  ・ 平成 17 年度に策定した「大分県民福祉基本計画」に代わる計画として、地域福祉推進の基

本指針である「大分県地域福祉基本計画」を策定した。 
  ・ とりわけ策定にあたっては、平成 25 年度より「地域福祉の課題を考える座談会」等を通じ

て市町村や県・市町村社会福祉協議会、民生委員・児童委員、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、

地域おこし協力隊員、大学生など幅広い分野から計 110 名の方々のご協力を得て、地域の目

指すべき姿を議論し、ニーズや課題の検討を行ってきたところ。 
  ・ ユニバーサルデザインの推進についても、地域福祉を推進するうえで非常に重要な位置付

けにあるところから、取り組んでまいりたい。 
 
 
 ○ 大分県地域福祉基本計画の概要 

  １ 計画の位置付け 

現行の「大分県民福祉基本計画」（計画期間：10 年、平成 17～26 年度）の計画期間が終了

することに伴い、地域の実情を踏まえた「大分県地域福祉基本計画を新たに策定する。 
   ・ 社会福祉法第 108 条に基づく地域福祉支援計画 
   ・ 大分県長期総合計画の部門計画としての地域福祉の基本指針 
   ・ ユニバーサルデザイン推進の基本指針 
 
 
  ２ 目的と基本理念 

孤立ゼロ社会の実現を目指して、人口減少に立ち向かい、地域力を結集し、自助・共助・

公助の連動による「地域のつながり」の再構築に向けた取組を定める。 
   【基本理念】誰もがどこでも個人として尊重され、心豊かに暮らせる地域づくり 

（＝孤立ゼロ社会の実現） 
 
 
  ３ 計画期間 

    ５年（平成２７～３１年度） 
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  ４ 計画の体系 

 
５ 計画の指標 

（１）成果指標（アウトカム） 

 

１ 地域福祉を推進する

体制づくり（協働・支援）

２ 地域福祉を支える

人づくり

３ 多様な地域資源による

基盤づくり

（１）地域住民と関係機関・団体の役割・支援

（２）地域特性を踏まえた市町村との協働

（１）地域福祉の核となる人材の確保・育成

（２）活動の場の充実

（１）県民の共生意識の醸成と行動の喚起

（２）共に支え合う地域力の向上

（３）福祉サービスの充実と質の確保

孤

立

ゼ

ロ

社

会

の

実

現

【 施策の基本的方

1
日常生活の困りごとを家族以外に相談できる人が

いると答えた人の割合

64.8%

（H26）
82.4%

2 社会福祉協議会の認知率
51.6%

（H26）
75.8%

3 地域に住み続けたいと答えた人の割合
69.5%

（H26）
84.8%

4 民生委員･児童委員活動に対する理解･支援度
75.2%

（H26）
87.6%

5
地域の行事や活動に参加していると答えた人の割

合

64.8%

（H26）
82.4%

6
校区社協等地域福祉推進基礎組織のある自治会の

割合
77.9% 100%

7 ユニバーサルデザイン認知率
53.1%

（H26）
76.6%

8
民間事業者等と協働する見守りネットワークを設

置している市町村数
10市 18市町村

9
津波浸水想定区域における個別支援計画策定済み

の自主防災組織等数
22カ所 657カ所

施策 No 指  標
現状値

（H25）

目標値

（H31）

１ 地域福祉を

  推進する体

  制づくり

２ 地域福祉を

  支える人づ

   くり

３ 多様な地域

   資源による

  基盤づくり
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（２）活動指標（アウトプット） 

 
 
６ ユニバーサルデザインの推進に向けた具体的取組 

（１）「こころ」のユニバーサルデザインの推進 

  ・ ユニバーサルデザイン出前授業の継続実施 
  ・ ユニバーサルデザイン体験空間の設置 
  ・ 民間事業者の取組促進に向けた認定制度や表彰制度の実施 
  ・ だれもが楽しく参加できるアート活動やスポーツ活動の推進 
 
 

1 地域福祉座談会実施回数（累計）（H25 ）
48回

（H25 26）
138回

2 地域福祉計画策定・改定済み市町村数 15市町 18市町村

3 共通課題検討プロジェクトチーム開催回数（累計）（H25 ）
4回

（H25 26）
19回

4 福祉委員制度実施市町村数 10市町 18市町村

5 福祉人材無料職業紹介事業就職者数 387人/年
1,834人

（H27 31）

6 福祉ボランティア活動者数 39,598人/年
210,000人

（H27 31）

7 災害ボランティアネットワーク設置市町村数 1市 6市町村

8
住民がサロン等交流の場に参加できる自治会の割

合
47.4% 76.1%

9 ユニバーサルデザイン出前授業受講延べ人数（H18 ） 25,523人 43,500人

10 バリアフリーマップ登録施設数 2,905施設 3,200施設

11 あったか･はーと駐車場協力施設数 1,036施設 1,600施設

12 市民後見人養成研修受講延べ人数（H25 ） 24人 110人

13 自家用有償旅客運送運営協議会設置市町村数 4市 18市町村

14 生活困窮者支援推進に係る会議開催回数（累計）（H25 ）
7回

（H25 26）
27回

15 福祉サービス等評価件数 91事業所/年
484事業所

（H27 31）

施策 No 指  標
目標値

（H31）

現状値

（H25）

１ 地域福祉を

  推進する体

  制づくり

２ 地域福祉を

  支える人づ

  くり

３ 多様な地域

  資源による

  基盤づくり
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（２）「まち」や「もの」のユニバーサルデザインの推進 

  ・ 「福祉のまちづくり条例」の周知及び基準適合の徹底 
  ・ 「大分バリアフリーマップ」の登録施設数の増加 
  ・ 「あったか・はーと駐車場」協力施設の拡大及びマナー向上に向けた取組 
 
（３）「サービス・情報」や「制度・仕組み」のユニバーサルデザインの推進 

  ・ 民間事業者の取組促進に向けた出前授業等の実施 
  ・ 県民ニーズの収集や分析を行い、事業の見直しや検証の実施 
  ・ 新たな生活困窮者自立支援制度を通じた地域づくりの推進 

 
７ 通院や買い物等移動に困難を抱える人に対する支援の充実 

  ・ 交通関係団体が参加する福祉のまちづくり推進協議会において、課題の検討や意見調

整等を実施 
・ 市町村において、自家用有償旅客運送運営協議会の設置を促進 

  ・ 介護保険制度等における訪問介護や移動支援事業等の適正なサービス供給に係る市町

村の支援 
  ・ 市町村によるコミュニティバス等公共交通の確保や維持の支援 
  ・ 社会福祉法人による買い物支援等を県社会福祉協議会と協働して推進 
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報告事項２ 平成26年度上半期「大分県福祉のまちづくり条例」新築等届出状況等

 ① 新築等届出・適合状況

うち

全部適合

うち

適用除外

うち

不適合

1 学校等 3 3 100.0%

2 病院、診療所 12 8 2 2 66.7%

3 老人保健施設

4 劇場等

5 集会場等

6 展示場

7 物販 9 8 1 88.9%

8 ホテル等

9 事務所(23除く)

10 共同住宅等

11 老人福祉施設等 44 31 12 1 70.5%

12 体育館等

13 博物館等

14 公衆浴場

15 飲食店

16 サービス業

17 学習塾等

18 工場 1 1 100.0%

19 停車場等

20 自動車車庫

21 公衆便所

22 火葬場

23 官公庁舎

24 複合用途建築物

69 51 15 3 73.9%

用途 届出件数
全部適合

の割合

計

報告事項２ 平成26年度上半期「大分県福祉のまちづくり条例」新築等届出状況等
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② 基礎的基準の適用除外・不適合項目の状況

適用除外 不適合

1 移動等円滑化経路 3

2 4

3 4 1

9 2

4 3 1

1

5 1

6 1

8 6

2

3

6 2

10 敷地内通路 2

1

1

1

11 駐車場 2

12 標識 3

14 案内設備までの経路 5

21 授乳室 1

※番号は基礎的基準の項目番号

③ 不適合項目の事例

④ 無届施設    なし

傾斜路 １／１２超の傾斜部への手すり設置

項目 基準

段を設けない

出入口 戸は車いす使用者が容易に開閉できる構造、前後に高低差なし

廊下等 段差を示すための点状ブロック等を敷設

移動等円滑化経路を構成する傾斜路に手すり設置

階段 踊り場に点状ブロック等を敷設

階段幅１２０㎝以上

エレベーター かご内に到着等を知らせる音声装置を設置

便所 車いす使用者用便房内 手すり設置

車いす使用者用便房内 円滑に利用できる空間の確保

車いす使用者用駐車施設を１以上設置

エレベーター、車いす使用者用駐車施設及び便所を示す表示設置

案内設備等までの経路に点状ブロック等を敷設

授乳室の出入口付近に表示

一般便所 １以上の小便器に手すり設置 

一般便所 １以上の洗面器の周囲に手すり設置 

段がある部分に手すり設置

１／１２超の傾斜部への手すり設置

傾斜路の存在を容易に識別可能

移動等円滑化経路は勾配１／１２以下

建築物の用途 面積 不適合項目 項目数

診療所 583㎡
段差を示すための点状ブロック等、廊下等の傾斜路に

手すり、踊り場に点状ブロックを設置
3

診療所 279㎡ 廊下の傾斜路に手すり、洗面器の周囲に手すり 2

老人福祉施設等 1,081㎡ 洗面器の周囲に手すり 1
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基礎的基準 H26.5.29

H25.1.28

⑤ 適合証交付施設について

 基礎的基準または誘導的基準に全部適合した施設については、設置者からの請求があった場合、「適

合証」を交付しています。

【適合証交付のメリット】

 ・適合証交付により、施設のイメージアップが図られる。

 ・適合証の交付を受けた施設名を県庁のホームページで紹介。

No. 施設の名称 所 在 地 用 途 基 準 交付日

1 大分県厚生連鶴見病院 別府市 病 院 誘導的基準

H26.3.31

2 ミスターマックス西大分店 大分市 物品販売・サービス 基礎的基準 H25.5.21

3 共同生活ホーム 明日風 臼杵市 有料老人ホーム 基礎的基準

H26.6.18

4 みなはるの里 大分市 老人複合施設・診療所 基礎的基準 H26.4.23

6 大分記念病院有料老人ホーム 大分市
有料老人ホーム、

デイサービスセンター
基礎的基準

5 グループホーム明日風 臼杵市 認知症老人グループホーム
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議事１ 福祉のまちづくりの総合的な推進について 

１ 推進の背景 

・ これまで本県において、平成２０年に行われた「チャレンジ！おおいた国体・大会」に向け

た取組の一つとして、平成１７年度よりユニバーサルデザインの推進に取り組んできた。 
・ 一方、平成２３年３月には、少子高齢化の進行やバリアフリー法の制定等社会状況の変化を

踏まえ、ユニバーサルデザインの考え方の明確化や、子育て支援の観点を盛り込むため、条例

の一部改正を行うなど、「大分県福祉のまちづくり条例」の推進に取り組んできた。 
 

２ 必要性 

  ・ 「障害者差別解消法」の制定や地域包括ケアシステムの推進、あるいはラグビーワールド

カップの誘致決定等、障がいの有無や年齢、性別、国籍に関わらず、誰もが暮らしやすい社

会づくりが、一層求められる。 
  ・ また、ユニバーサルデザインの認知度は、平成２５年度に県政モニターに対し実施したア

ンケートにおいて６０．５％と未だ低調であるとともに、「商業施設等において、多様できめ

細やかなサービス・応対の実施」や「人を思いやる教育の充実」について意見が出された。 
 
※ 障害者差別解消法の概要 

 

11



※ 平成２５年度県政モニター「テーマ通信」集計結果及び分析 

 
 

３ 今後の方向性 

・ これまで取組を行ってきたものの、未だユニバーサルデザインの認知度は低調であり、その

推進には、次のような課題があることから、今後重点的な取組が重要である。 

   ① ユニバーサルデザインの認知度が不足 

   ② 実際にユニバーサルデザインに触れる機会が少ない 

   ③ あったか・はーと駐車場の利用マナー向上の必要 

   ④ 障害者差別解消法の制定等による民間事業者の取組推進 

 ・ それらを踏まえ、県民理解の促進には、「民間事業者の取組促進」が不可欠であり、とりわけ

商業施設や交通機関など日常生活に関わる様々な場所における取組（ソフト・ハード）が進む

ことで、より実感としてのユニバーサルデザインの理解促進に繋がる。 

 ・ そのため、本県では、学識経験者、当事者団体、交通事業者、商工団体等様々な団体の方々

にご参加いただいている本協議会において、その取組の進捗管理や方向性の修正等ご意見、ご

協議いただきながら推進することが重要であると考えており、平成２７年度以降より積極的に

テーマを絞って議論を深めていく場としたい。 

 

   ＜協議会で今後議論するテーマの案＞ 

    ・ 民間事業者のユニバーサルデザインに関する取組促進について（詳細な実態把握を含） 

    ・ 移動に関するユニバーサルデザインの推進 
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議事２ 「あったか・はーと推進事業者」認定制度について 

 

１ 趣 旨 

ユニバーサルデザインについて一定の要件を満たす事業者を認定し、県庁サイトや各媒体で

紹介することにより、民間事業者の取組の推進を図るとともに、県民に対し広く周知する。 
 
２ 概 要 

   民間企業従業者向けユニバーサルデザイン研修を受講した事業者（企業・団体）を「あった

か・はーと推進事業者」に認定し、民間事業者へユニバーサルデザインの取組を普及啓発する。 
 ※ 認定制度の開始後、段階的かつ継続的な取組促進に向け、表彰制度の創設も併せて検討。 
 
３ 認定要件 

民間事業者においてユニバーサルデザインの推進に関する取組を継続的に行っていること。 
例 ・ ユニバーサルデザイン研修を従事者の半数以上が受講していること。 

・ ユニバーサルデザイン体験空間を設置していること。 
・ あったか･はーと駐車場区画を設置していること。 等 

 
４ 募集方法及び認定手続 

 ① 募集方法 

・ あったか・はーと駐車場やユニバーサルデザイン体験空間の設置協力施設に対し、認定申

請の募集 
・ 福祉のまちづくり推進協議会委員所属団体等における呼びかけ 
・ 県ホームページによる広報 等 
 

 ② 認定手続 

  認定申請書を県地域福祉推進室へ提出 
  認定事業者には認定証を発行（予定） 

     
５ その他 

   何らかのロイヤリティについて検討 
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